
「相模原市公共施設マネジメント推進プラン（案）」に関する 
パブリックコメント手続の実施結果について 

 
１ 概要 
本市では、昭和４０年代から昭和５０年代の人口急増期に整備してきた小学校や公民館

など多くの公共施設の老朽化が進み、「相模原市公共施設白書」では、平成４４年度から平

成５３年度までの１０年間が更新のピークになると試算しています。 

「相模原市公共施設マネジメント推進プラン」（以下、「推進プラン」という。）は、平成

２５年１０月に策定した「公共施設の保全・利活用基本指針」に基づき、公共施設の複合

化や多機能化、集約化等による適正配置及び施設総量の削減を進めることで財政負担の軽

減を図るため、施設分類ごとの「施設配置の基本的な考え方」や、まちづくりの単位であ

る２２地区ごとの「施設配置の方向性」を示すものです。 

このたび、推進プランを策定するに当たり、市民の皆様からのご意見を募集いたしまし

た。 

その結果、２人から４件のご意見をいただきました。お寄せいただいたご意見について

の意見募集の概要、ご意見の内容及びご意見に対する本市の考え方を次のとおり公表しま

す。 

なお、いただいたご意見としましては、建築年数だけでなく、各施設の課題や利用者の

意見を考慮することや、施設の更新の際は複合化を推進することなどがありましたので、

公共施設の再編・再配置を進めていく上での重要な視点として、今後の取組に生かしてま

いります。 
 
２ 意見募集の概要 
 ・募集期間  平成２８年１２月１５日（木）～平成２９年１月２３日（月） 
 ・募集方法  直接持参、郵送、ファクス、電子メール 
 ・周知方法  市ホームページ、経営監理課、各行政資料コーナー、各まちづくりセン

ター（城山・橋本・本庁地域・大野南まちづくりセンターを除く）、各出張

所、各公民館（青根・沢井公民館を除く）、各図書館、市立公文書館 
 
３ 結果 
（１）意見の提出方法 

   
 
 
 
 
 
 
 

意見数 ２人（４）件 

内 

訳 

直接持参 ０人（０）件 
郵送 ０人（０）件 

ファクス ０人（０）件 
電子メール  ２人（４）件 



 （２）意見に対する本市の考え方の区分 
   ア：計画案等に意見を反映するもの 
   イ：意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの 
   ウ：今後の参考とするもの 
   エ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見など） 
 
（３）件数と本市の考え方の区分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 目 件数 
市の考え方の区分 

ア イ ウ エ 
① 推進プラン全体に関する

こと １  １   

② 施設配置の基本的な考え

方（施設分類ごと）に関す

ること 
１  １   

③ 新たな公共施設の整備の

考え方に関すること １   １  

④ その他 
１    １ 

合 計 ４  ２ １ １ 



（４） 意見の内容及びご意見に対する本市の考え方 

通番 意見の趣旨 市の考え方 区分 

① 推進プラン全体に関すること 
１  各地区の施設の配置の方向性を見

ていると築年数だけで更新時期を考

えているように見えるが、築年数だ

けでなく各施設が抱える課題や利用

者の声を最大限考慮して配置や更新

時期を検討するべきではないかと思

う。 
 更新時期が第３期になっている公

民館でも、壁に亀裂が入っていたり、

部屋不足・駐車場の手狭化などの課

題があるので、特に生涯学習施設は

改善が必要な現状の課題や利用者の

意見を考慮して検討してもらいた

い。 

 推進プランでは、建物の構造にか

かわらず、耐用年数を一律６０年と

して更新の目安となる時期を示し

ておりますが、実際の更新時期につ

きましては、施設の利用状況や建物

の構造・劣化状況などを踏まえなが

ら検討していく必要があると考え

ています。 
 また、更新に向けた具体的な検討

段階におきましては、地区の特性や

施設が抱える課題などを踏まえ、地

域の活動拠点として、施設利用者や

地域の意見を反映しながら検討し

てまいります。 

イ 

② 施設配置の基本的な考え方（施設分類ごと）に関すること 
２  児童館は、少子化が進む中、単独

での配置は必要と思えないことか

ら、周辺の小・中学校や公民館との

併設による更新を前提に配置した方

が効率が良いと思う。 

児童館につきましては、更新を行

う場合には、地域での活用状況など

を踏まえながら、児童が健全に遊

び、安全で安心して過ごすことがで

きる場所としての機能を確保しつ

つ、学校など周辺の施設との複合化

や集約化を検討してまいります。 

イ 

③ 新たな公共施設の整備の考え方に関すること 
３  「まちづくりの戦略上重要な施設」

が明記されていない。従来の都市施

設にはない、新たな使命を持つ施設

として、“市が自立していく”ための

施設が必要である。 
 自立のための施設として、再生可

能エネルギーを生み出す施設、食の

生産を可能とする施設の充実は緊急

の課題と考える。 

 「公共施設の保全・利活用基本指

針」におきまして、目標達成のため

の基本原則として、「今後のまちづ

くりの戦略上重要な施設を除き、原

則として新規の施設整備は行わな

い」としています。 
 本プランでは、「まちづくりの戦

略上重要な施設」として、「本市の

発展や財政基盤の強化につながる

ウ 



 

 旧津久井地区が保有する土地と自

然と、そこに住む人々の生産に携わ

った経験を有効に活用することで、

生み出される市の資産は、計り知れ

ないものになる。 
太陽光発電・風力発電・小水力発

電・バイオマス発電などのエネルギ

ー供給施設や、食の安心安全供給に

関わる施設などを都市施設と位置付

け、早期に建設することで市の財政

基盤の強化が図れると考える。 
 そして、何よりも肝心なことは、

このように自立した市に住み続けら

れることが、市民のステイタスに、

発展していくことだと思う。 

施設」、「市民生活に欠かすことの出

来ない施設」、「広域連携の核として

位置付けられる施設」が該当するこ

とを示しています。 
 具体的な施設につきましては、今

後の社会情勢の変化やニーズを踏

まえるとともに、本市のみならず、

国や周辺自治体、民間などとの連携

も視野に入れながら、個別に検討・

判断していく必要があると考えて

おります。 

④ その他 
４  パブリックコメントのルールとし

て、「意見書」をメール受信したもの

に関しては、受信確認のメールを返

信して欲しい。 

パブリックコメントでは、電子メ

ールのほか、直接持参、郵送、ＦＡ

Ｘによりご意見をいただいており

ます。非常に多くのご意見をいただ

くこともあり、すべてのご意見に対

して受領のご連絡をさせていただ

くことを制度化、システム化するこ

とは現時点では難しい状況でござ

います。 
受領確認につきましては、大変お

手数ですが、メールを送信される際

に開封確認を設定していただくか、

もしくはメール本文に受領確認を

要望される旨をご記入いただいた

ものについては、返信の対応をさせ

ていただきたいと考えております。  

ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

エ 


